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４ 合理的配慮の提供と一人一人を大切にした教育の推進 

 

 

 

 

(1) 合理的配慮提供までのプロセス 
合理的配慮提供までの基本的な流れは、次のとおり

です。  
①文書または保護者会等での保護者への周知  
②本人・保護者からの意思の表明（申出）の収受  
③調整（合意形成）の実施 
 ・校内で検討（均衡を失した、又は過度の負担でな

いか、実施可能か）  
 ・保護者との合意形成（建設的な対話<代替え案の

提示等>）  
④決定・提供 
 ・個別の教育支援計画へ明記し、ツールとして活用  
⑤評価・柔軟な見直し（修正） 
 ・十分な教育が提供できているかという視点で評価 

・適切な支援の継続のために引継ぎ等に活用 
なお、合意形成が困難な場合の相談窓口について

は、校内で共通理解しておき、保護者からの相談に対
応できるようにしておくことが重要です。 
 
(2) 校内における検討 

校内で、合理的配慮の提供について検討する場合に
は、以下の事柄に留意する必要があります。 
①児童生徒等にとって必要とされる合理的配慮であ

るか。 
②何を優先して提供する必要があるか。 
③体制面、財政面から均衡を失した又は過度の負担に

なっていないか。 
④教育の目的・内容・機能の本質的な変更となってい

ないか。 
⑤その合理的配慮の内容が、法令違反になっていない

か。 
校内での検討の結果、「均衡を失した又は過度の負

担」があり、実施可能でないと判断した場合には、合
理的配慮が提供できない場合もあります。しかしなが
ら、十分な教育を提供するとの観点から、保護者への
情報提供を十分に行いつつ、代替案を提示する等、建
設的な対話を進めていく必要があります。 

 
(3) 合理的配慮の内容と個別の教育支援計画 

保護者との合意形成を経て決定した合理的配慮の
内容については、個別の教育支援計画へ明記し、校内
連携及び学校間連携（引継ぎ）のツールとして活用す
ることが重要です。 

これにより、児童生徒等にとって有効な支援が途切
れることなく継続され、十分な学びを保障することに
つながります。また、保護者としては、学校に対して
同じ話を繰り返し行う必要がなくなり、時間的・心理
的余裕が生じることにつながる可能性があります。 

なお、個別の教育指導計画は個人情報が含まれた資
料となるため、取扱い及び保管には十分に配慮すると
ともに、個別の教育支援計画の移行（引継ぎ）には、
保護者の同意のもとに行う必要があります。 

 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための
特別支援教育の推進（報告）から

３．障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配
慮及びその基礎となる環境整備
（1）「合理的配慮」について
○6 決定方法について

「合理的配慮」は、一人一人の障害の状態や教育的ニーズ等に

応じて決定されるものであり、設置者・学校と本人・保護者により、
発達の段階を考慮しつつ、「合理的配慮」の観点を踏まえ、「合理
的配慮」について可能な限り合意形成を図った上で決定し、提供さ
れることが望ましく、その内容を個別の教育支援計画に明記する
ことが望ましい。

また、個別の教育支援計画や個別の指導計画の作成・活用につ
いて、一層の質の向上を図っていく必要がある。
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(4) 合理的配慮の例  

校内で提供できる合理的配慮の例が文部科学省か

ら示されています。この他にも、国立特別支援教育総

合研究所のホームページ内の「インクルーシブ教育シ

ステム構築支援データベース（インクルＤＢ）」には、

障害種・学年・在籍学級別に 180 件を超える提供例（平

成 28年９月１日現在）が示されています（「インクル

ＤＢ」との入力で検索可能）。また、文部科学省が発

行（平成 25 年 10 月）している「教育支援資料」にも、

障害種別に「合理的配慮」の観点が示されていますの

で、参考にすることが可能です。（文部科学省のホー

ムページに掲載中） 

 
(5) 障害者差別解消法の施行に向けて 

「障害者差別解消法」においては、「障害を理由と

する差別の禁止」とともに、本人・保護者の意思の表

明に基づく「合理的配慮」の提供が、法令上公立学校

等には義務化されていることを踏まえた対応をする

必要があります。 
対応すべき点については、左図に示したとおりです

が、何よりも、合理的配慮等に関する相談体制（相談

窓口も含む）の整備を含めた校内体制の構築が重要と

なります 
なお、合理的配慮の背景・趣旨に加え、合理的配慮

の否定は「差別」になること等を正しく理解するとと

もに、従来からの教育資源を最大限活用しつつ、共生

社会の形成に向けた教育活動を創造することが肝要

です。 
 

(6) 共生社会の形成  

「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参

加できるような環境になかった障害者等が、積極的に

参加・貢献していくことができる社会です。 
それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合

い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加

型の社会です。 
このような社会を目指すことは、我が国において最

も積極的に取り組むべき重要な課題であると言えま

す。 
共生社会の形成に向けて、障害者権利条約に基づく

インクルーシブ教育システムの理念が重要であり、そ

の構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要

があります。 
 
 


